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令和６年以降の住宅ローン減税について 

 令和６年から、新築住宅について住宅ローン減

税の適用を受ける場合は省エネ基準に適合する住

宅であることが必要となります。 

◆ローン年末残高の 0.7％を 13 年間控除  

 住宅ローン減税は、個人が住宅ローンを利用し

て住宅の新築・取得又は増改築等をして一定の条

件を満たす場合、ローンの年末残高を基に計算し

た金額を所得税額等から控除する制度です。 

 本制度は令和４年度税制改正により、適用期限

が令和７年まで延長されるとともに、控除率や控

除期間などの見直しが行われ、令和４年以降に入

居する住宅については、ローン年末残高の 0.7％

を 13年間（既存住宅等の場合は 10年間）、控除で

きます。  

 控除の対象となるローン年末残高には、住宅の

環境性能等に応じた限度額（２～５千万円）が設

けられており、令和６年以降、新築住宅・買取再

販住宅（宅地建物取引業者により増改築等が行わ

れた一定の住宅）に係る借入限度額は引下げられま

す。また、省エネ基準を満たさない新得住宅は原則、

本制度の対象外となります。 

◆来年から新築住宅は省エネ基準適合が要件 

 令和５年末までに入居する新築住宅は、省エネ基

準を満たさない場合でも本制度を適用（借入限度額

３千万円、控除期間 13年）できますが、令和６年１

月以降に建築確認を受けた新築住宅は省エネ基準以

上に適合していることが適用の要件となります。 

 なお、令和６年以降に入居する新築住宅が省エネ

基準を満たさない場合でも、令和５年末までに建築

確認を受けた住宅であれば、本制度を適用できます

（借入限度額２千万円、控除期間 10年間）。 

 

印 紙 税 の 還 付 と 収 入 印 紙 の 交 換 

 領収書や契約書など印紙税が課せられる課税文書

を作成した際は、定められた税額の収入印紙を貼っ

て印章又は署名で消印する必要があります。 

 課税文書に誤って過大な収入印紙を貼り付けた場

合や、課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けた場

合などは、税務署に申請書と併せて提出することで

還付が受けられます。 

 また、未使用の収入印紙や、明らかに課税文書で

はないもの（白紙又は封筒等）に貼り付けた収入印

紙は、郵便局で他の収入印紙との交換ができます（１

枚につき５円の手数料が必要）。 

 なお、貼り付けた部分を切り取ったり、用紙から

剥がしたものは還付や交換を受けられません。 

アルコール検知器での確認義務は１２月予定 

令和４年の道交法施行規則の改正により、安全運転管理者の選任が必要な事業者（定員 11人以上の

自動車１台以上、又はその他の自動車５台以上を使用）に対するアルコール検知器を使用した運転

者の酒気帯び確認の義務化が令和４年 10月から開始される予定でしたが、検知器の供給不足等を踏

まえ、当分の間、延期になっていました。 

 警察庁は、アルコール検知器を使用した確認の義務化について、令和５年 12月から開始する予定

としています（現在、意見公募を実施中）。 
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